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           開会 午後１時59分 

小谷事務局長     それでは、失礼いたします。皆さん、ご苦労さまでございます。 

           定刻に少し時間早いわけでございますけども、全員お集まりをい

ただいておりますので、これより第16回三木市・吉川町合併協議会

を開かせていただきたいと思います。 

           開会に当たりまして、会長の方よりごあいさつを申し上げます。 

加古会長       皆さん、こんにちは。 

           本当に暑い夏がようやく過ぎ、残暑となってまいったわけでござ

いますが、暑さはまだまだ続いておるところでございます。きのう

から思わぬ大雨になって、少しは生物にもいいんかな、こんな思い

もいたしております。 

           そうした本日、大変お忙しい中、お繰り合わせ、ご出席をいただ

きまして、三木市・吉川町合併協議会の第16回目の協議会が開ける

ことになりました。皆さん方のご出席に心から御礼を申し上げ、今

日までのご苦労なりご協力に感謝申し上げるものでございます。 

           時間のたつのも早いと申し上げたら何とか思いますが、もう10月

24日までは50日近くになってきたんかなと、こんな気もするわけで

ございまして、これらがなお有終の美を飾りながら、その日を迎え

られることを期待もいたしておるわけでございます。 

           そのようなことで、この９月の議会におきましては、それぞれの

町議会におきまして関連の条例整備の議案を提案させていただき、

協議会の協議に基づいての条例改正を行ってまいりたい、このよう

に考え、また議会のご協力をお願いするところでございます。 

           そのように、いろいろと本日もご報告させていただくことがある

わけでございますが、それらにつきましてもご理解をいただき、円

滑のうちに事業ができ上がりますことを、そして新たな三木市が発

足できますことを皆さん方とともどもに努力してまいりたいと存じ

ますので、よろしくお願いを申し上げ、まことにその意を尽くしま

せんが、本日の協議会の開会に当たりましての、措辞ながらごあい
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さつにかえさせていただきます。また、よろしくお願いいたします。 

小谷事務局長     ありがとうございました。 

           それでは、早速ではございますけども、会議の次第に従いまして

議長の方より進めていただきますようお願い申し上げます。 

加古議長       それでは、また進行役を務めさせていただきますので、よろしく

ご協力のほどをお願いいたします。 

           本日の会議の出席委員は24名でございます。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしたものとさせていただき、ただいまか

ら第16回三木市・吉川町合併協議会を開会いたします。 

           引き続きまして、議事に入らせていただくわけでございますが、

議事に入るまでに、議事録署名人の指名を私の方からさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

           本日、今回の会議録の署名委員につきましては、三木市の西田博

之委員、吉川町の中久保通彦委員を指名させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

中久保委員      あの、私、前回も、15回もさせていただいたんですけど。 

加古議長       そうやったんか、えらいすんません。 

           （構へんのちがうの声あり） 

加古議長       構へんけど、分かれた方がええな、そらそうや。 

藤田事務局次長    ちょっと待ってください。 

兼総務係長 

加古議長       それでは、まことに失礼いたしました。中久保委員さんから、続

けてということでございますので、それでもいいわけですが、ちょ

っとぐあいが悪いとご連絡いただきましたので、かわりの方を指名

させていただきます。それでは、吉川町の西原雅晴委員を議事録署

名委員に指名をさせていただきます。 

           そのようなことで、三木市の西田委員さん、吉川町の西原委員さ

ん、このお二方によろしくお願いをいたします。どうも失礼いたし

ました。 
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           それでは、議事に移らせていただきます。 

           まず、報告事項でございますが、報告第29号の廃置分合処分決定

書の交付について及び報告第30号の廃置分合に係る官報告示につい

てを事務局より報告させていただきます。 

           説明願います。 

小谷事務局長     それでは、報告事項の説明をさせていただきます。 

           資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

           報告第29号 廃置分合処分決定書の交付についてのご報告を申し

上げます。 

           次のページをお開きいただきたいと思います。 

           ２ページのところでございますけども、市町の廃置分合処分決定

書につきましては、６月14日に兵庫県知事より、三木市及び吉川町

の市町長に交付をされたものでございます。 

           これは、合併協議会の皆様によりご協議をいただき、両市町の議

会において承認をされました合併につきまして、３月17日に兵庫県

知事に廃置分合、いわゆる合併の申請書を提出しておったところで

ございますけども、６月の兵庫県議会の本会議におきまして、三木

市と吉川町の廃置分合議案が可決されましたのを受けまして、知事

が決定されたものでございます。 

           その後、県知事より総務省に届け出がなされております。 

           引き続き、３ページの報告第30号でございます。 

           廃置分合に係る官報告示についてのご報告を申し上げます。 

           資料の４ページをお開きいただきたいと思います。 

           ４ページの一番上の右の枠が囲んでいるところをごらんいただき

たいと思います。 

           総務省告示第742号で、三木市と吉川町の合併が正式に総務大臣

により告示をされたものでございます。 

           これは、廃置分合処分決定書の交付が兵庫県知事よりなされまし

て、同時に総務省に届け出をされ、三木市・吉川町の合併について
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手続が行われまして、７月７日に総務大臣により告示をされたもの

でございます。 

           これによりまして、合併に関する法的な事務手続が完了したこと

になります。改めて、合併協議会の委員の皆様にご報告を申し上げ

るものでございます。 

           以上で、29号、30号の報告を終わらせていただきます。 

加古議長       報告第29号及び報告第30号の告示関係につきましては、一応報告

の説明のとおりでございます。 

           ただいまの29号、30号につきまして、質問またはご意見等がござ

いましたら、ご発言をお願いいたします。 

           ないようでございましたら、次の報告第31号 各種事務事業（保

健衛生関係事業）の取扱いにおける制度の変更についてを事務局よ

り説明申し上げます。 

小谷事務局長     はい、それでは報告第31号 各種事務事業（保健衛生関係事業）

の取扱いにおける制度の変更についての報告を申し上げます。 

           資料の５ページをお開きいただきたいと思います。 

           保健衛生関係事業の取り扱いにつきましては、第５回目の合併協

議会におきまして、合併時に三木市の制度に統一する。ただし、母

子福祉医療事業については、合併後２年以内に三木市の制度に統一

するといたしておりました。 

           この福祉医療事業につきましては、県制度の変更に伴いまして、

制度の変更と三木市単独事業の拡充が図られまして、７月１日より

運用が開始をされております。合併協議会で確認をされておりまし

た内容に変更が生じたために報告をするものでございます。 

           それでは、次の資料の６ページ、７ページをお開きいただきたい

と思います。 

           まず、６ページの（１）番の老人福祉医療事業についてでござい

ます。 

           これは、県制度の改正によるものでございまして、変更後のとこ
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ろをごらんになっていただきますと、ここでは主な改正点を上げて

おりますけども、65歳から70歳未満の高齢者の医療費の自己負担が、

これまで１割負担であったものが２割負担になったこと。ただし、

低Ⅰと区分される方々、いわゆる低所得者につきましては１割負担

に据え置かれております。また、１カ月の自己負担の限度額も従前

と変わりはございません。さらに、合併による変更もございません。 

           次に、７ページの（２）の高齢重度心身障害者福祉医療事業、ま

た（３）の重度心身障害者福祉医療事業につきましては、改正の内

容を下の変更後のところに記載いたしておりますけども、改正点と

いたしましては、この両事業とも、精神障害者１級の方が支給対象

となったこと。また、自己負担につきましては、これまで全額公費

負担となっておりましたが、一部負担の制度が導入されまして、前

年所得により、表にあらわしておりますように２つの階層に区分を

されまして、それぞれの負担額を定めております。この両事業とも、

老人福祉医療と同様に、合併による変更はございません。 

           次に、資料８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。 

           （４）の乳幼児福祉医療事業についてでございます。 

           改正の県制度におきましては、入院、通院とも、所得により２階

層に分けまして一部負担を求めておりますが、三木市では単独事業

として、これまでは通院のゼロ歳児のみ無料としておりましたが、

このたびの改正に合わせまして、ゼロ歳児から２歳児まで自己負担

なしと制度を拡充いたしております。吉川町は、県制度をそのまま

適用しておりまして、すべてに一時負担を求めておりますが、合併

によりまして三木市の制度に統一をするため、ゼロ歳から２歳児に

つきましては自己負担なしの扱いとなります。 

           次に、母子福祉医療事業についてでございます。 

           ９ページのところでございます。 

           これまで、三木市では表のとおり所得制限の要件を満たしている

場合につきましては、自己負担の全額を公費負担といたしておりま
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したが、このたびの県の改正によりまして、他の福祉医療事業と同

様、所得に応じまして２つの階層に区分し、自己負担を求めており

ます。一方、吉川町では、改正後も自己負担は県制度を適用いたし

ておりますが、所得要件は適用せず、その要件を満たさない方も町

の単独事業として受給者扱いをいたしております。しかし、これに

つきましては、合併後２年以内に三木市の制度に統一することにな

り、所得要件が適用されることになります。 

           以上で、第31号の報告を終わらせていただきます。 

加古議長       報告第31号 各種事務事業（保健衛生関係事業）の取扱いにおけ

る制度の変更についての説明が終わりました。 

           ご質問、またご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。 

           ご発言がないようでございますので、報告第32号 各種事務事業

（商工観光関係事業）の取扱いにおける制度の変更について、事務

局より説明申し上げます。 

           事務局、お願いします。 

小谷事務局長     それでは、報告第32号に移らせていただきます。 

           各種事務事業（商工観光関係事業）の取扱いにおける制度の変更

についてのご報告を申し上げます。 

           資料の10ページをお開きいただきたいと思います。 

           この商工観光関係事業の取り扱いにつきましては、第４回目の合

併協議会で、中小企業等融資制度については、合併時に三木市の制

度に統一するといたしておりました。 

           この中小企業等融資制度につきましては、その後、県や他市町の

融資制度を比較、検討し、中小企業への支援充実を図るべく、わか

りやすく使いやすい融資制度に今年４月より変更いたしております。

したがいまして、合併協議会で確認された内容に変更が生じたため、

ご報告を申し上げるものでございます。 

           それでは、資料の11ページ、12ページの方をお開きいただきたい
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と思います。 

           ここでは、第４回目の協議会で説明申し上げましたそのときの現

状の各融資制度そのものをあらわしております。 

           それで、その次の13ページをお開きいただきたいと思います。 

           ここでは、変更後の内容をあらわしております。 

           主な内容といたしましては、一般資金や公害防止設備の資金にお

きましては、貸付期間を、変更前は60カ月または72カ月以内となっ

ておりましたが、それを84カ月以内に延長を図っております。 

           利率におきましても、1.7％を1.6％と、利率を軽減いたしており

ます。 

           また、上から４番目にございます信用保証料補給につきましては、

従前は融資条件を完全に履行した借入者に全額補給といたしており

ましたけども、改正によりまして、借入時に半額補給と改めており

ます。 

           なお、この改正前にございました大型店対策資金などにつきまし

ては、ここ数年、申請がないため、廃止いたしてございます。 

           以上で第32号の報告を終わります。 

加古議長       報告第32号の説明が終わったわけでございます。 

           ご質問並びにご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。 

           ご発言がないようでございますので、次の報告第33号 事務機構

及び組織の取扱いの調整結果についてをご説明願います。 

小谷事務局長     それでは、報告第33号に移らせていただきます。 

           事務機構及び組織の取扱いの調整結果についてのご報告を申し上

げます。 

           資料14ページをお開きいただきたいと思います。 

           この事務機構及び組織の取り扱いにつきましては、第11回目の合

併協議会におきまして、１として、事務機構及び組織につきまして

は、市民サービスを維持向上させつつ、合併による行政効果を生み
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出すことができるように調整する。２として、吉川支所の機能、組

織機構については、住民アンケート結果、各種事務事業調整結果を

踏まえ、身近な窓口サービスの維持を基本として調整すると、こう

いうふうな調整内容となってございました。 

           この事務機構及び組織につきましては、その後、両市町におきま

して検討を重ねてまいりました。このたび、支所の組織及び業務内

容が固まりましたので、報告をさせていただくものでございます。 

           資料の15ページ、16ページをお開きいただきたいと思います。 

           この15ページ、16ページにつきましては、前回の資料に説明をい

たしました、いわゆる現在の状況の組織機構のものでございます。 

           次に、17ページの方をお開きいただきたいと思います。 

           ここでは、その調整結果ということで表に取りまとめをいたして

おりますけども、吉川支所の組織といたしまして、支所を統括する

支所長を配置いたしまして、そのもとに企画総務課、国体室、市民

生活課、健康福祉課、経済課、建設課の５課１室の体制で運営する

ことといたしております。 

           また、右側の方では、本庁直轄とするというふうに書いてござい

ますけども、吉川町の公共施設のうち、クリーンセンター、保育所、

活動センター、公民館、幼稚園、小学校、中学校、また教育センタ

ーにつきましては、本庁のそれぞれの部署の直轄の施設となります。

教育委員会の事務局につきましても統合し、三木市役所内になりま

すが、教育センター分室を支所内に設置し、教育相談等の業務を行

うことといたしております。 

           次に、資料の18ページ以降でございますけども、これは表題に掲

げておりますように、三木市支所設置条例施行規則の案ということ

で上げさせていただいておりますけども、吉川支所の各課が取り扱

う事務分掌を列記いたしております。これは、さきの協議会で承認

をいただきました基本方針や住民アンケート結果を踏まえたもので

ございまして、今まで役場で行っていた身近な手続や申請等につき
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ましては、市役所本庁に行くことなく処理できるような体制を考え

ておるものでございます。 

           18ページ、例えば第３条のところでございますけども、事務分掌

として、企画総務課の事務分掌の例を挙げております。１つは、支

所の総合調整に関すること、また次の広報公聴活動の企画調整に関

すること、以下、次のページをごらんになっていただきますと、20

番目のところに他の所管に属さない事項に関すること、これらの事

務を担当することになります。 

           また、国体室におきましては、１番のところで吉川国体実行委員

会に関すること、以下、７番目のソフトテニス競技施設の整備に関

すること、これらの事務を担当することになります。 

           市民生活課におきましては、１番の住民基本台帳に関すること、

また戸籍に関すること等々、下の20番目の児童手当に関することの、

これらの事務を担当することになります。 

           また、次の健康福祉課におきましては、１番の健康づくり支援に

関すること、健診事業に関すること、以下、右の20ページの方、そ

れぞれ挙げてございますけども、26番目に児童扶養手当及び特別児

童扶養手当に関すること等々の事務を取り扱うことになります。 

           経済課におきましては、観光振興に関すること、商工業振興、農

業振興に関すること等々の事務を取り扱うことになります。 

           建設課におきましては、道路、河川の建設改良及び維持管理に関

すること、以下、21ページのところで書いてございますけども、10

番目の水洗化の促進に関すること、これらの事務を取り扱うことに

なろうかと思います。 

           また、これらの事務を取り扱うにおきましては、吉川庁内配置の

職員ということになりますけども、支所及び本庁直轄施設の配置職

員は、これまでも申し上げておりましたけども、現在の職員の約７

割から８割の職員をこれらの部署で当たることになろうかと思いま

す。 
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           以上で、簡単ですけども報告第33号の説明を終わらせていただき

ます。 

加古議長       ただいまの報告第33号 事務機構及び組織の取扱いにつきまして、

ご質問、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           ないようでございましたら、事務機構及び組織の取扱いにつきま

しては、このようなことで進めさせていただきますことをご了承い

ただきます。 

           では、報告第34号 各種事務事業（交通関係事業）の取扱いの調

整結果についてを事務局からご報告申し上げます。 

小谷事務局長     それでは、報告第34号に移らせていただきます。 

           各種事務事業（交通関係事業）の取扱いにおける調整結果につい

ての報告を申し上げます。 

           資料22ページをお開きいただきたいと思います。 

           これは、第10回目の合併協議会におきまして協議をされ、防犯灯

の取り扱いについては、吉川町内設置の防犯灯の維持管理の方法や、

三木市区域も含めた未設置箇所の整備のあり方等について、一部調

整を要することとなっておりましたが、その取り扱いがまとまりま

したので、今回ご報告を申し上げるものでございます。 

           資料の23ページ、24ページをお開きいただきたいと思います。 

           調整結果といたしましては、右の枠に調整結果として掲げてござ

います。 

           まず１番として、住宅地域やその周辺での設置要望及び維持管理

については、「三木市防犯灯の設置及び維持管理要綱」により対応

するということになります。 

           また、２としましては、自治会間の境界付近などで住宅が存在し

ないため、上記１の対応では整備が進まない区域については、三木

市の要綱を適用せず、市の負担で設置し、設置後は市が直接管理す

ることで整備を図っていくことになります。 

           ３といたしましては、吉川町区域の防犯灯の維持管理の方法をま



－11－ 

とめております。まず（１）としましては、100ワットの水銀灯130

灯は、道路照明として市の土木課が維持管理を行います。（２）と

して、上記２の市が直接管理する防犯灯に区分される、いわゆる自

治会間の境界付近などの住宅が存在しない箇所の防犯灯279灯は、

市の生活安全課で維持管理をいたすことになります。（３）といた

しましては、他の防犯灯につきましては、上記１、すなわち住宅地

域やその周辺の防犯灯につきましては、三木市の要綱に基づき、電

気料金を除き、防犯灯の球の交換などにつきましては自治会で維持

管理を行ってもらうことになります。 

           なお、これらにつきましては、平成18年度から実施することにな

っております。 

           ４番目としまして、上記の３番の（３）、すなわち吉川町域にご

ざいます主要な県道であります加古川三田線、西脇三田線に沿って

設置をされております110灯につきましては、交通量が多いという

現状を考慮いたしまして、合併後３年間、すなわち平成20年度末ま

では市が維持管理することになります。 

           次に、24ページの方でございますけども、５番目としまして、三

木市で整備がおくれている上記の２、すなわち自治会間の境界付近

など、住宅が存在しない箇所につきましては、毎年30灯程度ずつ計

画的に整備を図っていくことといたしております。 

           以上が調整結果でございます。報告の第34号の説明を終わらせて

いただきます。 

加古議長       報告第34号の調整結果についての報告が終わったわけでございま

す。 

           ご質問、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           西山委員、はい、どうぞ。 

西山委員       吉川町の西山でございます。 

           ただいまの調整結果、第４番目、交通量の多い加古川三田線、西

脇三田線に沿っての110灯という街灯については、３年間維持管理
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されるとございます。 

           三木市内の主要県道につきましては、今現在においては街灯の維

持管理はすべて地元自治会で行われているのでしょうか、その辺の

ことのご案内をお願いいたします。 

加古議長       説明。 

増田三木市      三木市域におきましては、主要地方道と主要県道におきまして、 

生活安全課長    防犯灯につきましては、地元で維持管理されております。電気代は、

もちろん市が持っております。 

西山委員       街灯。 

増田三木市      道路照明は、道路管理者が管理しておりますが、防犯灯につきま 

生活安全課長    しては、20ワットの蛍光灯なんですが、地元で管理。 

西山委員       はい、結構です。 

加古議長       20ワットということやけど、それから100ワットいうてこれに書

いとるのは、これはどういう意味。 

増田三木市     それは、吉川町の。 

生活安全課長 

加古議長       100ワットか。 

増田三木市      分があるということです。 

生活安全課長 

加古議長       ああ、そうか。 

           ほかにございませんか。 

           はい、どうぞ。 

大前委員       吉川町の大前です。 

           これから設置、新しくされるところもあるかと思うんですが、や

はりこの20ワット、蛍光灯ということでしょうか。というのは、蛍

光灯は、必ずしも20ワットでしたら明るくないと思います。それと、

寿命的に見ましても余り長持ちしないと。それであれば、最初から

水銀灯という形にされるんか、そのあたりお聞きしたいと思います。 

増田三木市      あくまで歩行者もしくは自転車を想定しまして、車両については 
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生活安全課長     20ワットでは足らないと思いますが、基本的には60メーターピッ

チ、要するに電柱２本に１本ぐらいの感覚で蛍光灯を設置すれば、

歩行者の方の明かりにはなるという基本的な考え方でございます。 

           したがいまして、20ワットより上げる考えは今のところございま

せん。 

           それと、対応時間でございますが、約6,000時間程度、20ワット

の電球でもつと考えております。 

大前委員       私も、ちょっと通勤しておって、車で行き帰りするんですが、か

なり蛍光灯の、吉川町におきましても、蛍光灯のついてないところ

がたくさんあります。それと、夜明けのあんどん、ついてるかどう

かいうところもあります。そういったことで、今後、維持管理のこ

とを考えれば、水銀灯の方がかえって長持ちして安くつくんじゃな

いと、このように思います。 

           それと、高さ的にもかなり高いところについておりますので、ほ

とんど明るさをなしてないと。真っ暗なところであれば、かなり効

果があるかわかりませんが、それでいいかどうかいうことですね。 

           ですから、これだけ文明の利器が発達しておりますので、そうい

ったところを考慮していただければと。 

           また、その明るさだけでいいんだということであれば、そういっ

た20ワットの蛍光灯でもいいかと思うんですが、それらもかたちだ

けという管理ではと私は思っております。ですから、今言いますよ

うに水銀灯に改良するなり、あるいは進める場合でしたら、これか

ら新しい照明器具に変えるとか、維持管理といったことも考えて、

20ワットの蛍光灯にこだわることはないんじゃないかと、このよう

に思います。 

加古議長       ご提案いただきましたように、水銀灯につきましては、今最初に

説明も申し上げましたが、道路照明が主体でございますんで、これ

は道路照明として、また別途、防犯灯とは関係なく、必要な道路に

設置をしていくと、こういうことでもございますし、防犯灯は、あ
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くまでも歩行者を幾らか暗がりから守るというんですか、明かりを

示唆すると、こういうことでの20ワットということにしております

ので、その20ワットがいいか、また30ワットがいいか、防犯灯とし

ての蛍光灯のものについて、またその都度検討はさせていただこう

と、このように存じます。 

           ほかにございませんか。 

           ないようでございましたら、次の報告第35号の各種事務事業（高

齢者福祉事業）についての調整結果をご説明申し上げます。 

小谷事務局長     はい、それでは報告の第35号に移らせていただきます。 

           各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱いにおける調整結果につ

いてのご報告を申し上げます。 

           資料は25ページでございます。 

           この各種事務事業（高齢者福祉事業）の取り扱いにつきましては、

第10回目の協議会におきまして協議をいただきまして、寝具類洗濯、

また訪問理容、配食のそれぞれの高齢者サービスにつきましては、

社会福祉協議会と調整の上、合併時に統一するということになって

ございました。 

           これらにつきましては、三木市と吉川町の合併に合わせまして、

11月１日に合併されることになっております三木市と吉川町の社会

福祉協議会とも調整をさせていただきまして、それが整いましたの

で、今回報告をさせていただくものでございます。 

           資料の26、27ページをお開きいただきたいと思います。 

           まず、１番目の寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業についてでござ

いますけども、これについての調整結果、右の方に掲げております

けども、その対象者としましては、心身の障害及び疾病等の理由で、

寝具の衛生管理が困難な人で、65歳以上の単身世帯、また65歳以上

の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに重

度障害者等といたしております。 

           実施内容といたしましては、敷布団・かけ布団の丸洗いが年１回
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はできる内容等で、上限の額を6,000円といたしておりまして、利

用者負担を１割とさせていただいております。 

           この寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業は、調整の結果につきまし

ては、合併後は三木市社会福祉協議会に委託して実施するというこ

とになっております。 

           次に、資料の28ページ、29ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

           ２番目の訪問理容サービス助成事業でございますけども、これも

調整の結果、合併時に三木市の制度に統一の上、三木市が三木市理

容組合に委託して実施することになりました。 

           次に、29ページのところでございますけども、３番目の配食サー

ビス事業についてでございます。 

           これにつきましても、調整をさせていただきました結果、合併時

に三木市の制度に統一をし、三木市が実施することということにな

りました。ただし、吉川町区域の対象者の調理、配食につきまして

は、当面の間、夕食のみ週３回を限度に、さざんかの郷に委託して

実施することになります。 

           なお、三木市区域につきましては、従来どおり市内業者に委託を

して実施するものでございます。 

           以上で、報告の第35号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長       ただいま第35号の説明がございましたが、ご質問またはご意見等

ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           ないようでございますので、報告第36号 各種事務事業（農林水

産関係事業）の取扱いの調整についてをご説明、報告させていただ

きます。 

小谷事務局長     それでは、報告の第36号に移らせていただきます。 

           各種事務事業（農林水産関係事業）の取扱いの調整結果について

ご報告を申し上げます。 

           資料は30ページでございます。 
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           各種事務事業（農林水産関係事業）の取り扱いにつきましては、

第７回目の合併協議会におきまして協議をいただきまして、そのう

ち農業振興助成事業につきましては、三木市・吉川町の各助成事業

について整理統合して、合併時に再編するとなっておりました。 

           その後、両市町によりまして調整が図られた結果、これらの取り

扱い方針がまとまりましたので、簡単にご報告をさせていただくも

のでございます。 

           資料の31、32ページをお開きいただきたいと思います。 

           ここは、いわゆる現況ということでございまして、前回の協議会

でも説明させていただいた資料そのままを載せてございます。 

           調整結果につきましては、次の33ページをお開きいただきたいと

思います。 

           ここでは、その調整結果といたしまして、三木市・吉川町の農業

振興助成事業が再編され、今後の三木市の農業振興の助成の調整が

なされたものでございまして、その調整の結果といたしまして、現

在の要綱等を再編いたしまして、新たに規則を制定いたしまして、

現行と同等の助成を行うとするものでございます。 

           その内容でございますけれども、１番としまして、対象者には、

地域の農業を担う農業法人及び担い手農家の育成を図るため、３戸

以上の農家で組織する団体や農林畜産業の振興指導を目的とする団

体及び認定農業者で、個人に対する助成は行われません。 

           ２といたしましては、交付事業でございますけども、共同利用施

設の設置や共同利用農機具の導入に対しまして農業振興の助成が行

われまして、営農組合や担い手農家への支援が行われることになり

ます。 

           また、吉川町が進めてこられております地力増進事業につきまし

ては、合併後に三木市全域に助成事業を広げ、土づくりの充実が図

られることになります。 

           また、農地集積規模拡大支援事業につきましては、三木市の現行



－17－ 

制度に準じて行うこととしてございます。 

           以上で、報告の第36号の説明を終わらせていただきます。 

加古議長       報告第36号につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら、

ご発言をお願いいたします。 

           ないようでございましたら、報告第37号のその他必要な事項の取

扱いについてをご報告いたします。 

小谷事務局長     それでは、報告の第37号でございます。 

           その他必要な事項の取扱い（借地）についての報告を申し上げま

す。 

           資料は34ページでございます。 

           その他必要な事項の取扱い（借地）の取り扱いにつきましては、

第６回目の合併協議会におきまして協議をいただき、吉川町の公共

施設の借地につきましては、合併までに解消に努めるとしておられ

ました。 

           その後、吉川町におきまして、借地解消に向けまして関係者への

対応に努められた結果、今回、その現状について報告をさせていた

だくものでございます。 

           資料の35ページ、36ページをお開きいただきたいと思います。 

           まず、現況でございますけども、三木市の方では、面積にして

1,428平方メートル、吉川町では５万1,841.82平方メートルの借地

がございます。 

           これら借地解消への状況につきましては、36ページのところでご

ざいますけども、三木市におきましては、２筆ございます土地１筆

は17年度に解消の見込みでございます。また、もう１筆は18年度以

降の見通しのもとに、現在交渉を継続いたしてございます。 

           吉川町におきましては、借地の中で、買収予定のものと一定期間

借地の後に返還するものに整理をされまして、その買収予定面積と

いたしましては３万4,191平方メートル余りで、一定期間借地の後

返還を予定しておりますのが１万7,650平方メートル余りでござい
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ます。 

           現在までに借地の解消をしたものといたしまして、アとしまして、

買収済み及び契約済みの面積が2,139平方メートル余りとなっており

ます。また、イの返還された面積といたしまして1,678平方メートル

余りで、合わせて3,818.02平方メートルが解消されております。 

           対応におきましては、引き続き関係職員が各地権者宅へ出向きま

して、解消に努められておるところでございます。 

           以上、簡単でございますけども、報告第37号の説明を終わらせて

いただきます。 

加古議長       報告第37号の説明が終わったわけでございます。 

           ご質問並びにご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたしま

す。 

           ご質問がないようでございますので、報告第38号 その他必要な

事項の取扱いについての説明を申し上げます。 

小谷事務局長     それでは、報告第38号に移らせていただきます。 

           その他必要な事項の取扱い（議員政務調査費）についての報告を

申し上げます。 

           資料は37ページでございます。 

           議員政務調査費につきましては、各議員の方々が調査研究のため

に必要な経費の一部を政務調査費として交付されているものでござ

います。三木市と吉川町では、主に交付額に違いがございまして、

このたびの合併に合わせまして調整がなされましたので報告するも

のでございます。 

           現況及びその調整内容につきましては、資料の38ページをお開き

いただきたいと思います。 

           この議員政務調査費につきましては、法に基づきまして条例で規

定をされておるものでございますけども、吉川町におきましては、

対象は議員、交付額は議員１人当たり月額１万円となっております。

三木市では、対象は会派、交付額につきましては、年額、議員１人
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当たり８万円となっております。 

           使途の基準につきましては、三木、吉川とも余り変わりはない内

容となっておりますけれども、調整により、合併時に三木市の制度

に統一するということといたしまして、ただし交付額については、

議員１人当たり年額12万円とするとの調整となっております。 

           以上、簡単でございますけれども、報告第38号の説明を終わらせ

ていただきます。 

宮脇委員       これは、協議事項やなくて報告事項か。 

加古議長       そういうことでございます。 

宮脇委員       じゃあ、しゃあないな。 

           おとついの新聞に載りまして、初めて知ったわけですけども、安

福議長の談話も載っておりましたけども、議長、ええことをおっし

ゃってましたですな。もっと議員の年俸を上げて、議員数を減して

いくと、これは結構なことやねんけど、その言葉どおりいきますよ

うに、ひとつお願いします。 

加古議長       ほかにご質問ございませんか。ご発言ございませんか。 

           それでは、ご発言がないようでございます。ただいまも宮脇委員

さんからご発言がございましたように、この議員調査費につきまし

ては、吉川町の例に倣いまして、年額12万円を交付させていただく

と、こういうことに提案をし、進めさせていただきますので、よろ

しくご理解のほどお願い申し上げます。 

           報告事項は終わったわけでございます。 

           それでは、その他につきまして、パンフレット等のご説明をさせ

ていただきます。 

小谷事務局長     それでは、次第の５番目のその他の方に移らせていただきます。 

           その（１）番目の主な公共施設等の名称についてでございます。 

           資料１というところをお開きいただきたいと思います。 

           この公共施設等の名称につきましては、この合併によりまして、

吉川町の名称を新市の三木市に変える必要がございますことから、
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それぞれの施設名を改正いたすものでございまして、それぞれの施

設名を、表に上げているとおり、現在の名称と新しい名称に分けて、

そこに記載いたしております。 

           また、右のところには、参考として現在の三木市の名称を掲げて

ございますけども、このたびの改正によりましては、基本的には吉

川町の施設につきましては、現在「吉川町何々」となっております

ものを、「三木市吉川何々」というふうな名称に置きかえようとす

るものでございます。 

           ただ、新しい市に１カ所しかないような施設、いわゆる独自の施

設につきましては、そのまま頭には市または町の冠はつけてござい

ません。さらに、現在の三木市の例に沿った形でつけたものもござ

います。 

           それでは、一通り説明させていただきます。 

           資料１の１ページでございますけども、左の区分のところを見て

いただきますと、市役所・支所でございます。現在の吉川町役場は

三木市吉川支所というふうになります。 

           また、教育施設関係につきましては、それぞれ小学校、中学校、

幼稚園とございますけども、吉川町立を三木市立に置きかえをいた

します。 

           次の２ページ、３ページでございますけども、社会教育施設関係

でございます。公民館の関係でございますけども、吉川町中央公民

館がございますけども、これは三木市の公民館の例によりまして、

三木市吉川町公民館といたしております。また、貸潮の公民館につ

きましては、分館の位置づけをいたしております。 

           それから、３ページの方では、社会体育施設の関係でございます

けども、これも基本的には吉川町を三木市吉川というふうに置きか

えるということで、町民体育館につきましても、現在三木市の方で

は三木市民体育館というのがございますので、三木市吉川体育館と

いうことにしております。 
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           次に、福祉施設関係でございますけども、これも基本的には吉川

町を三木市吉川と置きかえております。 

           それから、吉川町の温泉交流館というのがございますけども、こ

れは新市になりましても独自の施設でございます。新市に１カ所し

かございませんので、あえて冠はつけずに温泉交流館といたしてお

ります。 

           それから、次のページ、４ページ、５ページでございますけども、

保育所の関係は、学校と同様、町立を市立に変えます。それから、

学童保育所の関係でございますけども、三木市の方ではアフタース

クールと呼んでおりますので、その名称に合わさせていただいてお

ります。 

           それから、５ページの方でございます。クリーンセンター、これ

も吉川町を三木市吉川に置きかえをいたしております。 

           下の下水の関係施設の名称も同様でございます。 

           また、農業集落排水、これらにつきましては、三木市の名称と同

様にいたしておりまして、今現在、吉川町の方では、それぞれのと

ころの地区という名称を入れておりますけど、それを取っておりま

す。 

           それから、次のページ、６ページでございますけども、山田錦の

館、これにつきましても、独自の施設でございますので、冠はつけ

ずに、そのままいかせていただきます。 

           それから、次の都市計画施設、いわゆる中央活動センターでござ

いますけども、これにつきましては、三木市におきましては三木山

総合公園というのがございまして、それに準拠するような形で、吉

川総合公園とさせていただいております。 

           消防署の方は、これは全くそのままでございます。 

           以上、主な公共施設の名称を新しい名称に置きかえたものでござ

います。 

           以上、説明にかえさせていただきます。 
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加古議長       ただいま説明させていただきました主な公共施設の名称につきま

して、ご意見、またご質問がございましたら、ご発言をお願いいた

します。 

           ないようでございましたら、次に合併啓発パンフレットについて

を事務局から説明させていただきます。 

小谷事務局長     それでは、次の資料２の方に移らせていただきます。 

           これは、合併啓発パンフレットの関係でございますけども、資料

２の方をごらんいただきたいと思います。 

           これにつきましては、本年10月24日に新しい三木市が誕生するわ

けでございますけども、住民の皆様方に、この合併によりまして制

度や仕組みが若干変わるものがございます、これらを住民の皆様に

お知らせしようとするものでございまして、この啓発パンフレット

につきましては、各家庭に10月上旬には配布をできるように準備を

いたしておりまして、このたび、その案が固まりましたので、協議

会の委員の皆様にお知らせをさせていただくものでございます。 

           内容を簡単に説明申し上げたいと思います。 

           １ページめくっていただきますと、２ページのところでございま

すけども、ここでは市役所の本庁と吉川支所の所在地や連絡先を上

げてございます。 

           また、３ページからは、各種届け出の窓口や主な業務を各項目ご

とにあらわしております。特に３ページにおきましては、１つの例

といたしまして、「届出・証明書」として、戸籍の届け出とか住民

登録、また印鑑登録の受付窓口、さらには健康や福祉に関する窓口

を上げてございます。 

           以下、４ページ以降につきましても、同じく主な事業、身近な事

業を中心に、各事業ごとにまとめてございます。 

           ずっと５ページ、６ページ、７ページ、８ページまでは、それぞ

れの行政の事業について簡潔に説明させていただいてます。 

           ９ページにつきましては、特に吉川町の皆様へということで、吉
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川町の方では住所が変更することになります。美�郡吉川町が三木

市というふうに置きかわることになりますので、そのお知らせをさ

せていただいております。 

           また、その下のところでは、この住所が変更することによりまし

て、それぞれ関係する証書、また手帳等の変更の手続につきまして

説明をさせていただいております。例えば、印鑑登録証につきまし

ては、右のところで、合併後に新しいカードと随時引きかえ交付を

いたしますということでございます。以下、ずっとそういうふうに、

それぞれの種類ごとにどういう手続をしたらいいか、また手続の必

要のないものも、またそういうふうに注意書きを入れさせていただ

いております。 

           次に、11ページのところには、これは合併時、10月24日現在の新

しい三木市の行政機構図を上げております。今現在、三木市の方は

現状と変わらないかと思います。そこに、先ほども申しました吉川

支所と直轄の施設、特にその直轄の施設も上の方に入ってこようか

と思います。 

           その下の方には、合併により新たに設置された吉川支所というこ

とで、吉川支所の課の名称を上げております。これは、非常に簡潔

なものでございますので、中身につきましては、先ほど申し上げま

した内容でそれぞれ業務を行うというふうになってございます。 

           次の12ページでございますけども、これは新市になりますと、三

木市と吉川町が合体をいたしまして一つの地域になります。これま

では、こういう地図はそれぞれ別個に上がっておったかと思います

けども、一つの市になりますので、それぞれの主な施設、どこにど

のような施設があるかということをあらわそうといたしております。 

           これも、もう少し一工夫をする必要があろうかとは思いますけど

も、この地図も含めまして、それぞれの、先ほど説明申し上げまし

たこの内容につきまして大体の案は固まっておりますけども、さら

に検証いたしまして、間違いのないように、最終的に印刷をした上
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で、10月の上旬には各ご家庭に配布できるようにしたいと考えてお

ります。 

           以上でございます。 

加古議長       パンフレットの説明が終わったわけでございます。 

           ご質問、ご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           それでは、ご質問がないようでございますので、次に合併記念式

典を行ったらというような考えで、式典の内容等について、一応説

明を申し上げ、ご理解をいただきたいと存じます。 

           それでは、説明願います。 

小谷事務局長     それでは、資料３の方に移らせていただきます。 

           ここでは合併記念式典の開催要項を掲げてございます。 

           その内容につきまして、簡単に説明申し上げますと、これにつき

ましては、このたびの合併を記念いたしまして、これまでの三木市、

吉川町の歩みを検証しながら、今後の新市のまちづくりを考察する

ために記念式典を開催してはということで考えてございます。 

           日時につきましては、本年12月４日、日曜日、午前９時半からお

昼ぐらいまで、場所につきましては、三木市の文化会館大ホール、

主催につきましては、三木市でさせていただくことになろうかと思

います。 

           次第につきましては、そこにとりあえず案として掲げてございま

す。 

           また、式典が終わりますと、その後、休息といいますか、休憩を

挟みまして、記念講演をさせていただいたらということで考えてご

ざいまして、その講師につきましては、三木市の出身でございます、

現在、国の総務省の消防庁長官を就任されております板倉様にお越

しできないかということで今調整をいたしているところでございま

して、この市町村合併の現状といいますか、それとか、ご本人が長

年総務省で培ってこられました体験を通じて、地方の時代と言われ

る中で、今後、特色あるまちづくりとか安全・安心のまちづくりを
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進める上でどういうものが必要かというような事柄についてご示唆

いただければと、そういうようなことを考えてございます。 

           詳しくは、今後さらに関係機関と詰めさせていただきまして、固

まりましたら、また市民の皆様にもお知らせをしたいと考えており

ます。 

           簡単でございますけども、記念式典の説明にかえさせていただき

ます。 

加古議長       ただいま、資料３の合併記念式典につきましての案の内容をご説

明させていただきました。 

           皆さん方のご質問なりご意見ございましたら、ご発言をお願いい

たします。 

宮脇委員       これ、ちょっと、合併功労者で総務大臣からちょうだいするいう

たら、これ、だれがもらうん。 

加古議長       だれがくれてるや、ちょっとわかりませんねんけど、今の時点で。 

宮脇委員       合併功労市長感謝というのはわかりますねや。総務大臣、市長も

ろてやるのか、市長か町長が。 

加古議長       よその、今いっとるの見たら、そのときの町長さんがもろておら

れるのはありましたけどね。 

宮脇委員       いやいや、それで結構なんです。 

加古議長       だから、そないしとるねんけど、よその祝賀会に行ったら、そん

なことがございました。 

宮脇委員       なるほど、市長、町長がね。いや、聞いといた方がね。 

加古議長       そらそうや。 

     (みんなも当たるのと違うんかな。市長功労者、皆当たるん違うかな。

の声あり) 

加古議長       いやいや、だからどんなことになっとるのか。 

     (市長表彰、市長感謝まで、知事感謝も、ようけあるやん。の声あり) 

宮脇委員       いやいや、もうそれ以上結構です。 

加古議長       ほかにございませんか。 
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           大変ご苦労いただきましたんですが、そのようなことで12月４日

に合併記念式典をこのような形で進めさせていただこうと思ってお

りますので、ご理解をお願いし、また多くの皆さんにお集まりいた

だけることをお願いするわけでございます。 

           特に、この記念講演につきましては、この８月15日に消防庁長官

にご就任されました、三木市の３代目の収入役さんの息子さん、口

吉川町の合併当時、総務課長されておりました方が東京で住んでお

られて、板倉さんと名前を変えてそこにおられるわけでございます

ので、この板倉さんにできることならお願いし、また、その合併に

つきましては、総務省が力を入れてこのたびの平成の合併ができた

わけですので、ご案内を申し上げて来ていただこうと、そして一言、

余計なことですが講演もいただこうかと、こういう安全・安心なま

ちづくりをと、こう願っておるところでございますので、またよろ

しくご理解をいただくとともに、ご意見等々が後ほどございました

ら、またご示唆いただければありがたいなと。 

           一応、板倉さんにつきましては、前もって、当日ご出席を願いた

いと、こういうお願いをしてきとるのが現実でございます。よろし

くお願いいたします。 

           それでは、次の合併までのスケジュールにつきまして、ご説明を

させていただきます。 

小谷事務局長     それでは、資料といたしましては最後になるわけでございますけ

ども、資料４、一番最後のところをお開きいただきたいと思います。 

           ここでは、合併までのスケジュールということで、今後、主な行

事予定を上げさせていただいております。 

           まず、上からいきますと、第16回合併協議会、これは本日のこと

でございます。 

           ２つ目には、第17回合併協議会としておりまして、これが恐らく

最終の協議会になろうかと思いますけども、10月５日の水曜日に予

定をさせていただいております。 
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           また、３つ目といたしましては、三木市条例等の改正（三木市９

月議会）といたしております。これは、会長の方からもお話がござ

いましたけども、この合併に伴いまして吉川支所が設置されること

や、それぞれ事務事業の統合を図る上で条例等の整理、制定をする

必要がございます。これらにつきましては、合併までの議会におき

まして議決をいただく必要がございます。間もなく９月議会が始ま

りますけども、現在のところ、この合併関連では60数本の条例の制

定なり改正、こういうものを予定いたしております。そういうこと

で、この９月には９月議会がございますよということでございます。 

           また、４つ目には、吉川町の50周年記念式典と、あわせて吉川町

の閉町式典、これを10月１日土曜日に開催される予定でございます。 

           ５つ目には、三木市・吉川町合併協議会の解散というふうに入れ

ております。これは、合併の前日をもって解散をすることになるわ

けでございますけども、これも議会における議決が必要でございま

すので、９月議会において承認をいただき、23日で解散をさせてい

ただくというものでございます。 

           ６番目には、これは合併の期日、10月24日でございますけども、

この日には吉川支所の開所式を予定させていただいております。 

           その次に、７番目には、今も申し上げました合併の記念式典、こ

れを12月４日に予定いたしております。 

           さらに、参考ということでございますけども、三木市議会選挙と

いうことで、旧の吉川町限定としておりますけども、このたびの合

併によりまして、吉川地域だけの増員選挙を行っていただくことに

なりますけども、法的には合併後50日以内ということになっており

ますけども、先ほど新聞報道にもございましたけども、選挙管理委

員会では、11月13日告示、11月20日選挙という、こういう日程が内

定されたという報道がございました。その線でいかれるものではな

いかと思っております。 

           さらに、一番下では、吉川町長等の事務引き継ぎということで、
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これは合併に当たりまして、吉川町長さんから三木市長に事務の引

き継ぎをしていただくことになります。合併後20日以内ということ

ですけども、できましたら合併の日に引き継ぎをさせていただけれ

ばというふうに考えてございます。 

           以上、合併までの本当に主なスケジュールについて説明をさせて

いただきました。 

           以上でございます。 

加古議長       ただいまの合併までのスケジュールにつきまして、ご質問または

ご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

           ご質問もないようでございまして、本日ご説明、ご報告申し上げ

る事項につきましては以上で終わったわけでございます。ご協力を

いただきまして、本当にありがとうございました。 

           それでは、今後のその他につきまして、事務局からご説明願いま

す。 

           はい。 

西山委員       終わりにセレモニーがあるように、一言お願いをしておきたい、

かように思います。 

           もう合併を前にいたしまして、吉川町もいろんな事業を鋭意進め

ているところなんですが、私が非常に気にいたしておりますこと、

今ちょうど三木市さんは予算編成にかかられたところじゃないかと、

かように存じております。 

           その予算編成に、合併協議の中で議決されましたことがどのよう

に反映されていくのか、私、非常に気になっておりまして、予算の

伴うものにつきましては、絶対前に進めていただかないと、協議が

終わったが予算がつかないのでは本当に前へ進まないなというのが

実はございます。 

           特に気になりますことは、吉川町、まだ圃場整備事業が終焉を迎

えておりませんでして、換地作業が完全に終わっておりません。と

いいますのも、換地事業が非常に長引いておりまして、権利証がま
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だまだ当たってないところが多いというところがございます。 

           先だって、町道認定をすべく、町の方からいろいろなお諮りがあ

ったわけなんですが、認定という言葉が使えない。準認定という言

葉で、将来市道になるところを、町道に準認定という名前のもとに

事業を進めておられます。これは、後ほど三木市議会で市道に認定

されるものだと我々は確信をして、準認定という名前のもとに、こ

の道はしようがないと、三木市になって昇格するんだという確信を

持っておりまして、地区内におきましても、この道、準認定だが、

来年からは市道になるだろうということで、特に舗装をその地域の

住民は期待をいたしております。 

           私も、代表といたしましてこの席に出ている以上は、準認定がス

ムーズに市道に認定をされまして、農道から市道に格上げ、そして

舗装をされるはずだということを地区内あるいは地域で申し上げて

おりますので、この言葉がうそにならないように、私、予算編成の

段階で特にお願いしておきたい。我々の生活道が舗装されますこと

を、まずお願いしときたい。そして、それが予算編成の中に反映さ

れますよう予算編成をお願いしたい、特にお願いしておきます。 

           それと、図書館等のハード関係の、図書館、特に三木図書館、吉

川図書館でしょうか、そういったものの建設も予定されております

ので、調査費だけは何とか予算計上してもらいたいなと。これも町

民の大きな、吉川町にない施設の夢でございまして、予算の中には

調査費だけは何とか計上しておいてもらいたい、18年度に決めたっ

てもらいたい、やってもらいたいという意識があるんですが、それ

はもちろん無理なことでございますので、前へ進めるような予算措

置をお願いしたい。町民が理解のできる、納得のできる予算編成を、

18年度編成を特にやってもらいたいなと、その予算の中に、この合

併協議が生かされている予算編成をお願いしたいということを、私

はこの場で特に強くお願いをしておきたいと思います。 

           加古市長には、本当にいろいろと予算、合併協議の中でいろいろ
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とお願いいたします。特に私、お礼を申し上げたいのは、特に市長

が認める事業として、対策事業を認めてもらっております。吉川の

事業が三木まで広がるということで、私たち大変また喜んでいるわ

けなんですが、こういったことがふえますように、今後ともひとつ

よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

           加えまして、蛇足でありますが、加古市長には、18年度予算の中

で、その予算執行されますよう、私はここで頼んでおかないと、市

長がもしもおかわりになりますと、私は非常にどこへ何を言ってき

たのかなという不安も一つ残りますので、失礼なことを申し上げま

すが、今後ともよろしく、吉川のご面倒を見てやっていただきたい

と、最後に厚かましいお願いでございますが、何とぞ予算編成の中

でよろしく反映のほどをお願いいたします。 

           長時間、どうもありがとうございました。 

加古議長       ほかにご発言、ございませんか。 

           はい、どうぞ。 

大前委員       大前です。 

           先ほどの資料の中で、10月24日から新しい三木市が誕生しますと

いうことで、これ全戸配布になるわけですね。 

加古議長       はい。 

大前委員       それで、わかり切ったことかもわかりませんが、一番後ろの地図

のところ、ちょっと余白がありますので、例えば吉川町が入ります

ので人数構成も変わってきます。それとか面積、そういうのが、ち

ょっと参考程度に入れていただければ、ほかの資料であるかもわか

りませんが、ちょっと余白がもったいないかという思いですので、

なるほどこういうぐあいに、吉川町が入ってこれぐらいの広さにな

って、何人がふえるんだなと、我々はわかりますが、一般の方にも

一目瞭然でわかるように、余白をちょっと印刷していただければと、

このように思います。 

小谷事務局長     はい、それでは今ご提案ございましたその関係、ぜひその工夫を
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して考えていきたいと思います。 

加古議長       ほかにございませんか。 

           事務局、連絡願います。 

小谷事務局長     それでは、事務局の方より、最後の事務連絡をさせていただきた

いと思います。 

           その他のところでございますけども、今も言いましたように、17

回目の合併協議会の日程の件でございますけれども、次回につきま

しては、10月５日、水曜日を予定いたしております。時間帯は午後

になろうかと思いますけども、そのあたり、調整できましたら、調

整次第、ご案内をさせていただきたいと思いますので、10月５日、

午後は時間をあけていただけばありがたいかと思っております。 

           会場につきましては、都合上、同じくこの三木市教育センターを

予定させていただきたいと思います。 

           以上でございます。 

加古議長       事務局から、10月５日の午後に最終の合併協議会を開かせていた

だきたいというお願いでございますので、どうかひとつご理解をい

ただき、決定次第、ご案内申し上げますので、よろしくご参集のほ

どお願いをいたします。 

           それでは、以上をもって本日の協議会をお開きとさせていただい

てよろしゅうございますか。 

           （異議なしの声あり） 

加古議長       ありがとうございます。 

           それでは、閉会に当たりまして、吉川町長さんよりごあいさつを

お願いいたします。 

岩波副会長      どうもありがとうございました。 

           今回は報告事項ばかりでございましたので、委員の皆さんには若

干ご意見、思いがあったかと思いますけれども、ご理解をいただい

た、このように受けとめさせていただき、またそうしたご意見はこ

れからの合併後に生かしてまいると、こういうことでご理解いただ
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けたらと、このように考えます。 

           だんだんと一緒になる日が近づいてまいりまして、若干の不安と、

うれしさでわくわくと、何か不思議な気持ちでございますけれども、

10月24日に向けて、特に職員はあとのいろんな細かい調整をいたし

てまいりますが、そうしたことにつきましても、ご指導なりご協力

をいただけたらありがたい。 

           今後も順調に10月24日が迎えられますように、委員の皆さん方の

ご協力と、次、最終の10月５日の17回の協議会、ぜひとも全員ご出

席いただきますようにお願いを申し上げまして、会を閉じさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

加古議長       どうもありがとうございました。 

           閉会 午後３時29分 

 


